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平成２７年第１回中間市議会定例会会期日程(案) 

（会 期 ３月３日～３月２５日：２３日間） 

月  日 曜 本 会 議 委 員 会 審   査   事   項 

３月 ３日 火 

開   議 

午前１０時 

１．会期の決定 

２．選挙第１号 

３．承認第１号～第２号 

４．議案第１号～第２８号 

［ 議案上程・提案理由説明 ］ 

３月 ４日 水 休   会   

３月 ５日 木 

開   議 

午前１０時 

１．一般質問 

２．承認第１号～第２号 

３．議案第１号～第１８号 

［ 質疑・討論・採決・委員会付託 ］ 

３月 ６日 金 休   会   

３月 ７日 土 休   会   

３月 ８日 日 休   会   

３月 ９日 月 休   会 委 員 会

３月１０日 火 休   会 委 員 会

３月１１日 水 休   会 委 員 会

３月１２日 木 休   会   

３月１３日 金 

開   議 

午後１時３０分 

１．議案第１号～第１６号 

議案第１９号～第２８号 

┌ 委員長報告・質疑・討論・採決  ┐

└ 委員会付託                   ┘

３月１４日 土 休   会   

３月１５日 日 休   会   

３月１６日 月 休   会 委 員 会

３月１７日 火 休   会 委 員 会

３月１８日 水 休   会 委 員 会

３月１９日 木 休   会 委 員 会

３月２０日 金 休   会 委 員 会

３月２１日 土 休   会   

３月２２日 日 休   会   

３月２３日 月 休   会   

３月２４日 火 休   会   

３月２５日 水 

開   議 

午前１０時 

１．議案第１９号～第２８号 

２．意見書案第１号～第５号 

３．追加議案 

┌ 委員長報告・議案上程・提案理由説明 ┐

   └ 質疑・討論・採決                   ┘
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諸 般 の 報 告 

第１回中間市議会定例会

平成２７年３月３日 

（報告書の受領） 

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

平成２６年１２月１日、１２日、平成２７年２月３日、１２日付で監査委員から下記の

とおりそれぞれ受領した。 

記 

（１）一般会計及び特別会計等  平成２６年度９月分～１１月分 

（２）水 道 事 業 会 計  平成２６年度９月分～１０月分 

２．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を、平成２６年

１２月１日、１９日、平成２７年１月５日、９日、２３日、２月１２日付で監査委員か

ら下記のとおりそれぞれ受領した。 

記 

（１）環 境 保 全 課  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～８月） 

（２）こ ど も 未 来 課  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～８月） 

（３）介 護 保 険 課  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～９月） 

（４）福 祉 支 援 課  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～９月） 

（５）消 防 本 部  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～１０月） 

（６）土 木 管 理 課  平成２５年度 

平成２６年度（平成２６年４月～１０月） 

３．地方自治法第１９９条第９項の規定により、財政援助団体監査報告書を、平成２６年

１２月１９日付で監査委員から下記のとおり受領した。 

記 

（１）中間市シルバー人材センター  平成２４年度、平成２５年度 

４．地方自治法第１８０条第２項の規定により、専決処分の報告書を、平成２７年３月 
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 ２日付で市長から下記のとおり受領した。 

記 

（１）損害賠償の額を定め、和解することについて 

 ・相 手 方  ………………………………………………… 

          ……………… 

 ・事故の概要 

事故発生日時  平成２７年２月６日 午前９時２０分頃 

事故の発生場所  中間市蓮花寺三丁目１番２号付近 

   事故の状況  中間市中央公民館から道路へ出る際に道路に路上駐車していた相手 

          方車両に接触したもの 

 ・損害賠償の額  １２５，０００円 

（意見書の提出） 

  平成２６年１２月１６日の本会議で可決された下記の意見書を、同日付で関係機関に 

 対しそれぞれ送付した。 

記 

（１）農業・農協改革に関する意見書 

（２）消費税１０％への増税中止を求める意見書 

（３）地域の中小企業振興策を求める意見書 

（４）「女性が輝く社会」の実現に関する意見書 
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─────────────────────────────────────────────────── 

平成27年 第１回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成27年３月３日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成27年３月３日 午前10時00分開会 

 日程第 １ 会期の決定  

 日程第 ２ 選挙第１号 中間市外二ケ町山田川水利組合議会議員の選挙 

 日程第 ３ 承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（損害賠償

の額を定め、和解することについて） 

（日程第３ 提案理由説明） 

 日程第 ４ 承認第２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（権利の放

棄の変更について） 

（日程第４ 提案理由説明） 

 日程第 ５ 第１号議案 平成２６年度中間市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第 ６ 第２号議案 平成２６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第

４号） 

 日程第 ７ 第３号議案 平成２６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第 ８ 第４号議案 平成２６年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ９ 第５号議案 平成２６年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１０ 第６号議案 平成２６年度中間市病院事業会計補正予算（第１号） 

（日程第５～日程第１０ 提案理由説明） 

 日程第１１ 第７号議案 中間市行政手続条例の一部を改正する条例 

 日程第１２ 第８号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 日程第１３ 第９号議案 中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

 日程第１４ 第１０号議案 中間市介護保険条例の一部を改正する条例 

 日程第１５ 第１１号議案 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 日程第１６ 第１２号議案 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例 

 日程第１７ 第１３号議案 中間市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例

に関する条例 

（日程第１１～日程第１７ 提案理由説明） 

 日程第１８ 第１４号議案 中間市屋外広告物条例 
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（日程第１８ 提案理由説明） 

 日程第１９ 第１５号議案 中間市道路線の認定について 

 日程第２０ 第１６号議案 中間市道路線の変更について 

（日程第１９～日程第２０ 提案理由説明） 

 日程第２１ 第１７号議案 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請の変更に

ついて 

（日程第２１ 提案理由説明） 

 日程第２２ 第１８号議案 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

（日程第２２ 提案理由説明） 

 日程第２３ 第１９号議案 平成２７年度中間市一般会計予算 

 日程第２４ 第２０号議案 平成２７年度中間市特別会計国民健康保険事業予算 

 日程第２５ 第２１号議案 平成２７年度中間市住宅新築資金等特別会計予算 

 日程第２６ 第２２号議案 平成２７年度中間市地域下水道事業特別会計予算 

 日程第２７ 第２３号議案 平成２７年度中間市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第２８ 第２４号議案 平成２７年度中間市公共用地先行取得特別会計予算 

 日程第２９ 第２５号議案 平成２７年度中間市介護保険事業特別会計予算 

 日程第３０ 第２６号議案 平成２７年度中間市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第３１ 第２７号議案 平成２７年度中間市水道事業会計予算 

 日程第３２ 第２８号議案 平成２７年度中間市病院事業会計予算 

（日程第２３～日程第３２ 提案理由説明） 

 日程第３３ 会議録署名議員の指名 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

 １番 堀田 英雄君       ２番 植本 種實君 

 ３番 田口 善大君       ４番 小林 信一君 

 ５番 宮下  寛君       ６番 青木 孝子君 

 ７番 田口 澄雄君       ８番 掛田るみ子君 

 ９番 草場 満彦君      １０番 中尾 淳子君 

１１番 山本 慎悟君      １２番 佐々木晴一君 

１３番 安田 明美君      １４番 中野 勝寛君 

１５番 原田 隆博君      １６番 下川 俊秀君 

１７番 井上 太一君      １８番 片岡 誠二君 

１９番 米満 一彦君                 
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………… 松下 俊男君   副市長 …………… 行徳 幸弘君 

教育長 …………… 増田 俊明君   総務部長 ………… 白尾 啓介君 

総合政策部長 …… 柴田精一郎君   市民部長 ………… 高橋  洋君 

保健福祉部長 …… 白橋  宏君   建設産業部長 …… 後藤 哲治君 

教育部長 ………… 松尾 壮吾君                    

環境上下水道部長 ………………………………………………… 永野 博之君 

市立病院事務長 … 芳野 文昭君   消防長 …………… 須本 弘幸君 

総務課長 ………… 園田  孝君   財政課長 ………… 田代 謙介君 

企画政策課長 …… 藤崎 幹彦君                    

人権男女共同参画課長 …………………………………………… 蛙田 由美君 

健康増進課長 …… 岩河内弘子君   こども未来課長 … 船津喜久男君 

介護保険課長 …… 小南 敏夫君   土木管理課長 …… 藤田  晃君 

都市整備課長 …… 間野多喜治君   上水道課長 ……… 久野 裕彦君 

下水道課長 ……… 濱田 孝弘君   市立病院課長 …… 末廣 勝彦君 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 西村 拓生君       書  記 岡  和訓君 

書  記 船元 幸徳君       書  記 熊谷 浩二君 

────────────────────────────── 
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午前９時57分開会 

○議長（堀田 英雄君）  

 おはようございます。 

 ただいままでの出席議員は１９名で、定足数に達しております。これより平成２７年第

１回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。報告事項はお手元に配付してあ

るとおりであります。朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定

○議長（堀田 英雄君）  

 これより日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から３月

２５日までの２３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（堀田 英雄君）  

 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、２３日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．選挙第１号

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第２、選挙第１号中間市外二ケ町山田川水利組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（堀田 英雄君）  

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（堀田 英雄君）  

 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 中間市外二ケ町山田川水利組合議会議員に是松勝君、大八木力君、藤本利彦君、石井孝

康君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を中間市外二ケ町山田

川水利組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（堀田 英雄君）  

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が中間市外二ケ町山田

川水利組合議会議員に当選されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．承認第１号

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第３、承認第１号の専決処分を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 承認第１号損害賠償の額を定め、和解することにつきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分といたしましたので、ご報告申し上げます。 

 平成２６年４月２５日午前１１時３０分ごろ、中間市通谷二丁目在住の女性が、中間市

道路線であります御館通谷線を歩行していたところ、歩道端にある水抜き穴に落ち、膝及

び顔を強打した上、眼鏡を破損し、右足を骨折いたしました。 

 この件に係る損害につきましては、本市が加入しております損害保険会社におきまして、

損害賠償の額が２５万２,５８０円と算定されました。 

 本件につきましては、相手方に対しまして早急に治療費を賠償する必要がありましたこ

とから、相手方と本年１月６日付で損害賠償の額を２５万２,５８０円とし、和解するこ

とにつきまして専決処分をいたしました。 

 なお、賠償金２５万２,５８０円は、損害保険会社から相手方に直接支払っております。 

 つきましては、地方自治法第１７９条第３項の規定によりまして、議会に報告し、承認

を求めるものでございます。 

 ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております専決処分に対する質疑は、３月５日の本会議で行います

ので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．承認第２号

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第４、承認第２号の専決処分を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 承認第２号権利の放棄の変更につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分といたしましたので、同条第３項の規定によりまして、ご報告申し上げます。 

 第三セクター等改革推進債を活用した中間市土地開発公社の解散につきましては、昨年
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９月の定例会におきまして、また権利の放棄につきましては、昨年１２月の定例会におき

まして、それぞれ議決をいただいておりましたが、本年１月に総務省の第三セクター等改

革推進債に係るヒアリングが実施され、その際、計画の変更につきまして、指摘を受けた

ことに伴い、権利の放棄の内容を変更したものでございます。 

 変更の内容といたしましては、権利の内容につきまして、債権を保有している理由及び

その額を「代位弁済する３億９,６０１万７,５７５円」から、「中間市が貸し付けた３億

９,６００万円」に、求償権の額を「１億９,５５４万９,５７５円」から「１億

９,５５３万２,０００円」に変更したものでございます。 

 この専決処分につきまして、中間市土地開発公社は、平成２６年度中に解散することに

なっておりますが、解散するに当たりまして必要となる福岡県知事の認可をいただくのに、

おおむね１カ月の期間を要すること、また解散登記完了後に、福岡県知事への報告が必要

であることから、このたび専決処分を行ったものでございます。 

 ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております専決処分に対する質疑は、３月５日の本会議で行います

ので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第 ５．第１号議案

日程第 ６．第２号議案

日程第 ７．第３号議案

日程第 ８．第４号議案

日程第 ９．第５号議案

日程第１０．第６号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第５、第１号議案から日程第１０、第６号議案までの平成２６年度各会計補

正予算６件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１号議案平成２６年度中間市一般会計補正予算（第５号）につきまして、提案理由を

申し上げます。 

 国において、経済の好循環を確かなものとするとともに、地方にアベノミクスの効果を

広く行き渡らせることを目的とし、取りまとめられました地方への好循環拡大に向けた緊

急経済対策に基づく補正予算が成立いたしております。この補正予算により、地方公共団

体が実施する消費喚起施策や地方版総合戦略に基づいた施策に対し、措置される地域住民

生活等緊急支援のための交付金が創設されております。 

 本市といたしましても、この有利な財源を最大限に活用するため、平成２７年度執行事
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業を一部前倒し計上しており、地域の消費喚起、住民の生活支援に寄与する事業に早期に

着手し、市民の皆様が地域経済の活性化を実感できる中間市独自の施策に積極的に取り組

むことで、平成２７年度予算へと切れ目なくつながる予算編成といたしております。 

 なお、この補正予算につきまして、地域住民生活等緊急支援のための交付金の対象とな

る事業費といたしまして、総額で１億５,４４０万円を計上いたしております。主な事業

といたしましては、地域消費喚起・生活支援型事業といたしましてご好評をいただいてお

りますプレミアム付商品券の発行事業を、プレミアム率を１０％から２０％に増加し、実

施いたします。 

 なお、このプレミアム付商品券の発行につきましては、年２回の販売で例年を上回る

２万５,０００冊の販売を予定しており、うち１回につきましては、世界遺産登録記念と

して発行し、世界遺産登録の祝賀ムードの中で、さらなる地域経済の活性化を図ります。 

 また、６５歳以上の高齢者、障がい者の低所得者を対象に３,０００円の商品券を発行

する高齢者・障がい者支援事業、また２歳以下の子どもがおられます低所得者世帯及び

３人以上の子どもがいる多子世帯に対しまして、８,０００円の商品券を発行する子育て

支援事業等、市民の皆様に広く行き渡る事業を計上いたしております。 

 加えまして、地域創生先行型事業といたしまして、中間市の観光施策の拠点となる地域

交流センターから遠賀川水源地ポンプ室をつなぐシャトルバスの運行事業、観光客に遠賀

川水源地ポンプ室を詳しく紹介するタブレットサイト構築事業等を計上し、世界遺産を核

とした中間市の新たな観光事業の推進を図っていくつもりでございます。 

 次に、そのほかの補正予算の主なものでございますが、総務費におきましては、底井野

小学校区の校区まちづくり協議会の拠点整備事業に５４０万円を計上いたしております。 

 民生費におきましては、待機児童対策といたしまして、施設の増築等を実施する民間保

育所への施設整備費補助金を３,１３０万円計上し、子育て支援を推進してまいります。 

 教育費におきましては、市内全小中学校の屋内運動場の天井等落下防止事業に３億

９,１２０万円を計上し、児童生徒が安心して過ごせる教育環境の整備、避難所としての

防災機能の強化を図ります。 

 また、特別会計の繰出金につきましては、国民健康保険事業について、保険基盤安定繰

出等の基準内繰出金を３,２８０万円、国民健康保険事業への財政支援としての基準外繰

出金を２億円、合計で２億３,２８０万円を計上いたしております。 

 また、その他の特別会計の繰出金につきましては、後期高齢者医療特別会計繰出金を

２０万円、病院事業特別会計繰出金を１,０１０万円増額し、介護保険事業特別会計繰出

金を１５０万円減額いたしております。 

 次に、歳入につきましては、国の１次補正により地方交付税が増額されたことに伴い、

普通交付税を６４０万円追加いたしております。 

 国庫・県支出金につきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金１億４,４３０万

円、小中学校の屋内運動場の天井等落下防止対策事業に伴う学校施設環境改善交付金１億
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２,９５０万円の追加等により、合わせまして１億８,６７０万円の増額といたしておりま

す。 

 財産収入につきましては、企業誘致促進事業用地５００坪の売却が平成２６年１２月に

決定しましたことから、売却収入２,５００万円を計上いたしております。これによりま

して、企業誘致促進事業用地の売却が全て完了いたしております。 

 また、市債につきましては、小中学校の屋内運動場の天井等落下防止対策事業の増額等

に伴い、１億１,０３０万円を増額計上いたしております。 

 以上によりまして、歳入歳出それぞれ１０億８,０７０万円を追加し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ１８７億９,０８０万円とするものでございます。 

 今回の補正予算につきまして議決いただきましたならば、早期の事業執行に積極的に取

り組み、地域経済の活性化に推進してまいりたいと思っております。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、第２号議案平成２６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第

４号）について、提案理由を申し上げます。 

 歳出の主な内容といたしましては、一般被保険者療養給付費といたしまして、２,５８０万

円追加いたしております。 

 また、直営診療施設に対する補助金決定により、直営診療施設繰出金を２,１１０万円

追加いたしております。これは、国民健康保険直営診療施設でございます、中間市立病院

での事業に対する補助金を中間市特別会計国民健康保険事業で受け入れ、病院事業会計に

繰り出すものでございます。 

 次に、歳入につきましては、一般被保険者国民健康保険税を２,１１０万円、歳出の一

般被保険者療養給付費及び直営診療施設繰出金増額に伴い、国庫療養給付費等負担金を

８２０万円、国庫財政調整交付金を２,４３０万円追加いたしております。 

 また、法定繰入金確定に伴い、保険基盤安定繰入金を２,３９０万円、財政安定化支援

事業繰入金を７８０万円追加いたしております。 

 平成２６年度中間市特別会計国民健康保険事業の決算見込みでは、昨年度に続き、大変

厳しい財政状況でございます。このことから、当市の一般会計からの法定外繰入金といた

しまして、国民健康保険税及び医療費支援繰入金を２億円追加いたしております。 

 また、歳入欠陥補填収入につきましては、２億３,１４０万円減額をいたしております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ４,９７０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７３億２,０９３万円とするものでございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、第３号議案平成２６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第２号）につ

いて、提案理由を申し上げます。 

 今回の補正の内容といたしましては、歳入におきまして、平成２６年度住宅新築資金等

償還推進助成事業費補助金の歳入見込みが６,５８０万円となりましたことから、県支出
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金を６,２８０万円追加するものでございます。 

 また、貸付金元利収入を６,２８０万円減額し、４億４,２９０万円とするものでござい

ます。 

 以上により、予算の総額につきましては、補正前と変わらず、歳入歳出それぞれ５億

８７６万円とするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、第４号議案平成２６年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

について、提案理由を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定の歳出の主なものといたしましては、総務費におきまして、介護認

定審査事務といたしまして、主治医意見書作成手数料を６０万円減額いたしております。 

 また、地域支援事業費におきまして、二次予防事業に要する経費としまして、嘱託職員

賃金及び介護予防事業委託料として２００万円、一次予防事業に要する経費として、報償

費、通信運搬費及び備品購入費、これに１００万円。 

 任意事業に要する経費といたしまして、手数料、委託料及び扶助費３６０万円をそれぞ

れ減額し、諸支出金といたしまして、国庫償還金１００万円、県償還金５０万円を追加し、

基金積立金におきましては、介護給付費準備基金積立金を１８０万円追加いたしておりま

す。 

 次に、歳入の主なものといたしまして、６５歳以上の第１号被保険者介護保険料３０万

円、事業所からの返納金等の諸収入１８０万円を追加し、また介護予防事業利用者使用料

及び任意事業利用者使用料９０万円、国庫支出金１８０万円、支払基金交付金８０万円、

県支出金９０万円、一般会計繰入金１５０万円をそれぞれ減額いたしております。 

 以上により、保険事業勘定の予算の総額から、歳入歳出それぞれ３９５万円を減額し、

介護サービス事業勘定を加えた予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億７,２３２万円とす

るものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第５号議案平成２６年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて、提案理由を申し上げます。 

 まず、歳出の内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合への納付金を１,２１０万

円追加いたしております。 

 次に、歳入の内容といたしましては、後期高齢者医療保険料を２２０万円減額し、保険

基盤安定繰入金を２０万円、前年度繰越金を１,４１０万円追加いたしております。 

 以上によりまして、歳入歳出それぞれ１,２１７万円増額し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ７億４,７５７万円とするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第６号議案平成２６年度中間市病院事業会計補正予算（第１号）について、提案

理由を申し上げます。 
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 まず、収益的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 収益的収入につきましては、病院事業収益の医業収益を２,２０３万円減額いたしてお

ります。この主な理由といたしましては、外来患者数の減少に伴い、外来収益が減少した

ことによるものでございます。 

 また、医業外収益を８６１万円追加いたしております。これは、主に一般会計からの負

担金でございます。 

 また、支出につきまして、病院事業費用を１,３００万円減額しております。この内容

といたしましては、薬品等材料費を１,３００万円減額したことによるものでございます。 

 この結果、病院事業収益における予算の総額を２１億５,５５８万５,０００円、また病

院事業費用における予算の総額を２１億５,３５９万７,０００円とするものでございます。 

 次に、資本的収入につきまして、ご説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、固定資産整備企業債を４,８９０万円減額し、他会計負担

金交付金を２,１７５万円追加いたしております。これは主に、医療機器購入に伴う国か

らの補助金を特別会計国民健康保険事業からの負担金として受け入れるものでございます。 

 また、支出につきましては、器械備品等購入費を４,７６２万円減額いたしております。

これは、医療器械購入を抑えたことによるものでございます。 

 この結果、資本的収入における予算の総額を９,９９６万５,０００円、また資本的支出

における予算の総額を１億９４９万円とするものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９５２万５,０００円につきまし

ては、全額を損益勘定留保資金で補填することといたしております。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております各会計補正予算６件に対する質疑は、３月５日の本会議

で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．第 ７号議案

日程第１２．第 ８号議案

日程第１３．第 ９号議案

日程第１４．第１０号議案

日程第１５．第１１号議案

日程第１６．第１２号議案

日程第１７．第１３号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第１１、第７号議案から日程第１７、第１３号議案までの条例改正７件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 
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○市長（松下 俊男君）  

 第７号議案中間市行政手続条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げま

す。 

 今回の条例改正は、平成２６年６月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、本

年４月１日から施行されることに伴い、改正するものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、本市の機関が行う行政指導の相手方が、当該行政指

導につきまして、法律または条例に規定する要件に適合しないと判断したときに、当該市

の機関に対して行政指導の中止、その他必要な措置を求めることができることとなるもの

でございます。 

 また、条例、規則等に違反する事実がある場合におきましては、違反者に対して市の機

関が処分または行政指導を行わないときは、第三者が市の機関に対して処分または行政指

導を行うよう求めることができることとなるものでございます。 

 なお、条例における用字、用語の見直しにつきましても、あわせて行っております。 

 また、条例の施行日といたしましては、法律の施行日に合わせ、平成２７年４月１日と

いたしております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第８号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正は、平成２６年度の人事院勧告に基づき、期末勤勉手当の支給割合の変

更並びに住居手当及び通勤手当を国の基準に合わせて支給する改正を行うものでございま

す。 

 改正の内容といたしましては、まず６月の勤勉手当の支給割合を１.９月分から１.９７５月

分に、１２月の勤勉手当の支給割合を２.２月分から２.１２５月分に変更するものでござ

います。 

 次に、持ち家に居住する職員に対し、月額２,５００円の支給を行っております住居手

当につきましては、国の基準に合わせ、不支給とするものでございます。 

 最後に、通勤手当でございますが、国の基準に合わせて、支給区分及び支給額の変更を

行うものでございます。 

 今回の住居手当及び通勤手当の変更に伴い、年間約５６０万円の職員の人件費削減とな

る予定でございます。 

 なお、条例の施行日につきましては、平成２７年４月１日といたしております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第９号議案中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例について、提案理由

を申し上げます。 

 急速な少子化の進行に伴い、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総

合的に推進するため、子ども・子育て支援法を初めとする「子ども・子育て関連３法」が
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平成２４年８月２２日に公布され、子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。 

 現在、保育所の保育料は、公立保育所、私立保育所ともに、児童福祉法第５６条第３項

の規定により、徴収することができるとされております。 

 しかしながら、子ども・子育て支援新制度施行に伴う児童福祉法の一部改正によりまし

て、平成２７年４月からの私立保育所の保育料徴収については、子ども・子育て支援法附

則第６条第４項に徴収根拠規定があるものの、公立保育所については徴収根拠規定が存在

しないため、地方自治法第２２５条及び第２２８条第１項の規定による公の施設の使用料

として条例で規定する必要が生じましたため、一部改正を行うものでございます。 

 また、公立保育所で実施しております時間外保育事業及び一時預かり事業の保育料の徴

収根拠につきましても、あわせて規定するものでございます。 

 なお、具体的な保育料の金額は、当該条例で定める額を限度として規則で定めることと

し、私立保育所の保育料につきましても、同一の基準を適用することといたしております。 

 条例の施行期日につきましては、子ども・子育て支援法の施行の日に合わせまして、平

成２７年４月１日といたしております。 

 今後の予定といたしましては、新制度における利用者負担額を利用者へ周知し、平成

２７年４月からの新制度施行に向けて準備を進めていく予定でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 第１０号議案中間市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げ

ます。 

 介護保険法の規定により、市町村は３年を１期とする介護保険事業計画を定めることと

なっており、平成２７年度から平成２９年度までの３カ年が第６期介護保険事業計画期間

となっております。この第６期介護保険事業計画を作成するに当たり、各専門分野及び被

保険者の立場から総合的な意見を取り入れるための第６期中間市高齢者総合保健福祉計画

作成検討委員会を設置し、本市のさまざまな条件を総合的に勘案し、調査及び検討を行っ

た結果、介護保険条例の改正を行うものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、介護保険法施行令の改正による介護保険料段階の見

直しに伴い、経過措置としまして設けられた特例第３段階及び特例第４段階も含めた、現

在の１１段階から１３段階へと改正することにより、さらに負担能力に応じた保険料設定

を行うものでございます。 

 介護保険料につきましては、保険給付費の一定割合を６５歳以上の第１号被保険者の保

険料で賄うこととされておりますことから、第６期介護保険事業計画期間における介護保

険サービス給付費の見込みに基づきまして、第１号被保険者で賄う介護保険料額を算出し

ました結果、介護保険料基準額では月額４,７９８円から５,７７９円、年額では５万

７,５７６円から６万９,３４８円への引き上げとなっております。 

 引き上げの要因といたしましては、平成１２年に介護保険制度が施行されて以降、市民

の皆様に広く浸透してきたことや、高齢者数の増加が主な要因でございますが、制度の根
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幹であります高齢者の介護を社会全体で支え合うための必要な負担となっております。 

 また、地域支援事業に位置づけられました介護予防・日常生活支援総合事業につきまし

ては、全保険者について平成２９年度までに実施することが義務づけられましたことから、

住民主体の取り組みも含め、多様な主体による柔軟な取り組みを検討しているところでご

ざいます。 

 今後、高齢者が可能な限り、住みなれた地域で自分たちで生活が送れるよう、介護保険

制度の適正な制度運営に努めてまいる所存でございます。 

 なお、条例の施行日といたしましては、法令の施行日に合わせ、平成２７年４月１日と

いたしております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第１１号議案、第１３号議案について、提案理由を申し上げます。 

 第１１号議案地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例、及び第１３号議案中間市教育長の勤務時間、休暇等及

び職務専念義務の特例に関する条例につきましては、関連がございますので、一括して提

案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律」が、平成２６年６月２０日に公布され、本年４月１日に施行されることに伴い、第

１１号議案は関係する条例の一部を一括して改正するもの、及び第１３号議案は条例の全

部を改正するものでございます。 

 改正の主な内容といたしまして、まず第１１号議案におきましては、教育長と教育委員

長を一本化し、新たに特別職となる教育長を置くことに伴いまして、教育委員長に関する

部分を教育長に改正し、また削除いたしております。 

 また、特別職報酬等審議会条例及び特別職の給与等に関する条例に、教育長を適用させ

る改正を行っております。 

 次に、第１３号議案につきましては、教育長が特別職となることから、中間市教育委員

会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の全部を改正し、教育長の給与及び旅

費に関する規定の削除、職務に専念する義務の免除に関する規定の追加を行っております。 

 また、条例における用字、用語の見直しにつきましても、あわせて行っております。 

 なお、条例の施行日につきましては、法律の施行日に合わせ、平成２７年４月１日とい

たしております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第１２号議案介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例について、提案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律」及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の施行

に伴うものでございます。 
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 改正の主な内容といたしましては、「中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に

関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定要件並びに指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例」及び「中間市指定地

域密着型介護予防サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に係る基準に関する条例」につきましては、同様の基準を定める厚生

労働省令において基本方針の内容の変更、設備及び備品等の届け出に関する内容の新設、

複合型サービスから看護小規模多機能型居宅介護へのサービス名称の変更がなされたこと

から、同様の改正を行うものでございます。 

 次に、「中間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例」につきましては、同様

の基準を定める厚生労働省令において、指定介護予防支援及び基準介護予防支援の具体的

取り扱い方針の介護予防訪問看護計画書の届け出等に関する内容が追加されたことから、

同様の改正を行うものでございます。 

 また、これらの条例中の用字、用語の見直しも、あわせて行っております。 

 なお、条例の施行日につきましては、省令の施行日に合わせ、平成２７年４月１日とい

たしております。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております条例改正７件に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．第１４号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第１８、第１４号議案中間市屋外広告物条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１４号議案中間市屋外広告物条例について、提案理由を申し上げます。 

 この条例は、景観形成の重要な要素であります屋外広告物を本市独自の条例で規制誘導

することにより、本市の景観資源を生かしながら、本市の魅力を次世代に引き継ぎ、特性

に応じた良好な景観形成を推進するとともに、世界遺産候補周辺の景観を守るために制定

するものでございます。 

 条例の主な内容といたしましては、屋外広告物法第２８条に規定されております景観行

政団体である市町村の特例等に基づき、同法第４条に規定されております広告物の表示等

の制限や、同法第５条に規定されております広告物の表示方法等の基準を定めるものでご

ざいます。 
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 また、世界遺産登録に向け、構成資産であります新日鐵住金遠賀川水源地ポンプ室の周

辺を屋外広告物の禁止区域に定めることができるものとなっております。 

 なお、本条例の施行日につきましては、平成２７年６月１日といたしております。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております第１４号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．第１５号議案

日程第２０．第１６号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第１９、第１５号議案及び日程第２０、第１６号議案の市道路線２件を一括

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１５号議案中間市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。 

 今回認定をいたします路線は、上蓮花寺１３号線及び弥生団地２８号線の２路線でござ

います。上蓮花寺１３号線及び弥生団地２８号線の両路線につきましては、従来から当該

地区住民の生活道路として利用されているため、認定するものでございます。 

 道路の概要といたしましては、上蓮花寺１３号線にあっては、幅員５.１メートル、実

延長６５.８メートル、弥生団地２８号線にあっては、幅員４.１メートル、実延長

１９.８メートルでございます。 

 以上のとおり、２路線を市道として認定するに当たり、道路法第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、第１６号議案中間市道路線の変更について、提案理由を申し上げます。 

 今回変更いたします路線は、下蓮花寺１８号線及び御苗代６号線の２路線でございます。

下蓮花寺１８号線及び御苗代６号線の両路線につきましては、民地との接道が確保できて

いないことから、路線を延長し、接道を確保するために変更するものでございます。 

 道路の概要といたしましては、下蓮花寺１８号線にあっては、幅員６メートル、実延長

１５.４８メートルを幅員６.５メートル、実延長１６.５４メートルに変更いたします。 

 また、御苗代６号線につきましては、幅員５.９５メートル、実延長６４.４９メートル

を幅員５.４３メートル、実延長６９.８４メートルに変更するものでございます。 

 以上のとおり、２路線を変更するに当たり、道路法第１０条第３項の規定によりまして、

議会の議決を求めるものでございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております市道路線２件に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．第１７号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第２１、第１７号議案第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請の変

更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１７号議案第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請の変更について、提案理

由を申し上げます。 

 この第三セクター等改革推進債に係る許可申請につきましては、地方財政法第３３条の

５の７第３項の規定に基づき、平成２６年１２月定例市議会におきまして、既に議決をい

ただいております。 

 しかしながら、議決後の本年１月に許可権者でございます福岡県と総務省が協議をした

結果、第三セクター等改革推進債の対象経費を、中間市土地開発公社の解散に伴い必要と

なる債務保証に要する経費から、中間市土地開発公社の解散に伴い必要となる短期貸付金

に要する経費へ変更する旨の指導がなされました。これに伴いまして、起債の目的及び限

度額に変更が生じましたので、変更の議決を求めるものでございます。 

 変更の内容といたしましては、起債の目的を「中間市土地開発公社の解散に伴い必要と

なる債務保証に要する経費に充てるため」から、「中間市土地開発公社の解散に伴い必要

となる短期貸付金に要する経費に充てるため」に、起債の限度額を「３億９,６００万

円」から「３億５,７００万円」にそれぞれ変更するものでございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております第１７号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．第１８号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第２２、第１８号議案福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１８号議案福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由を申し上げ
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ます。 

 平成２７年４月１日から「有明広域葬祭施設組合」の名称が、「有明生活環境施設組

合」に変更されることに伴いまして、地方自治法第２８６条第１項の規定により、福岡県

市町村職員退職手当組合規約を変更するものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております第１８号議案に対する質疑は、３月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．第１９号議案

日程第２４．第２０号議案

日程第２５．第２１号議案

日程第２６．第２２号議案

日程第２７．第２３号議案

日程第２８．第２４号議案

日程第２９．第２５号議案

日程第３０．第２６号議案

日程第３１．第２７号議案

日程第３２．第２８号議案

○議長（堀田 英雄君）  

 次に、日程第２３、第１９号議案から日程第３２、第２８号議案までの平成２７年度各

会計予算１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）  

 第１９号議案から第２８号議案までは関連がございますので、一括して提案理由を申し

上げます。 

 まず、第１９号議案となります平成２７年度中間市一般会計予算につきまして、市政運

営の所信の一端を申し述べますとともに、その概要についてご説明申し上げます。 

 平成２７年のことしは、中間市にとりましても大変大きな節目となる年でございます。

それは申すまでもなく、「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の構成資産

でございます遠賀川水源地ポンプ室のユネスコ世界文化遺産登録が目の前に迫っていると

いうことでございます。 

 登録決定に向けまして全力で取り組みを推進するとともに、晴れて登録が決まりました

ならば、市民の皆様と喜びを分かち合い、その後は、「世界遺産のあるまち なかま」と

しての、中間市の魅力を国内外に発信して、これまでにない元気で明るい、人のたくさん

集まるにぎやかなまちづくりができるものと期待いたしております。 
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 また、昨年成立いたしました、まち・ひと・しごと創生法では、地方自治体はみずから

の責務といたしまして、地方創生の施策を実施することとされ、これまで以上に各自治体

の創意工夫と努力が求められております。 

 本市にとりましても、地方創生は喫緊の課題であることから、中間市まち・ひと・しご

と創生本部を２月に立ち上げ、地域の活性化に向けての総合戦略を策定することといたし

ております。 

 また、国の平成２６年度第１次補正予算等々活用しながら、平成２７年度当初予算を一

部前年度に前倒しすることで、地元経済の浮揚対策に速やかに取り組み、また財政的にも

有利な財源活用となることから、景気対策、財政基盤強化の両面において、効率的な

１３カ月予算といたしております。 

 それでは、歳出の主なものをご紹介いたします。 

 まず、議会費におきましては、地方議会議員年金制度の廃止に伴います経過措置として

の給付に要する負担額は、前年度と比べまして１,０００万円増額の５,８３０万円となっ

ております。 

 総務費におきましては、遠賀川水源地ポンプ室の世界文化遺産登録実現を踏まえて、記

念式典及び国際シンポジウムの開催経費、プロモーション映像作成経費、その後の保全管

理経費等で総額３,３００万円を計上し、登録に向けた最後の取り組みを推進するととも

に、登録後は「世界遺産のあるまち なかま」としてのＰＲ活動を積極的に行ってまいり

ます。 

 また、中間南校区に乗り合いタクシーを新規に運行する経費といたしまして、運行維持

費補助金に１９０万円、バス停設置委託料に３１０万円を計上し、公共交通サービスを提

供することで、地域の方々の移動手段を確保してまいります。 

 さらに、空き家バンク制度の活用によりまして、本市に転入をされまして、中古住宅の

購入やリフォームを行う子育て世帯、若年世帯への助成金として６７０万円を計上し、中

間市への定住促進を図るとともに、市内の高齢者世帯の方が住みかえをされる場合の引っ

越し費用助成金といたしまして、１００万円を計上いたしております。 

 民生費におきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談、家計相談、就労準

備支援等を実施する市民生活相談センターを設立、運営する経費といたしまして２,１００万

円を計上し、生活保護に至る前段の自立強化を図ってまいります。 

 労働費につきましては、まだまだ厳しい雇用情勢の中、本市といたしましても、離職者、

失業者の雇用の確保を図るため、本市独自の緊急雇用対策といたしまして、１,３７０万

円を計上いたしております。 

 農林水産業費につきましては、農村環境整備事業といたしまして、中底井野地区の農業

用水路整備工事費、及び下大隈地区のポンプ設置工事費といたしまして１,４６０万円を

計上し、農業生産力の向上を図ってまいります。 

 商工費につきましては、遠賀川水源地ポンプ室を初めとする観光資源を有効活用し、観
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光客誘致につなげるため、レンタサイクル事業の新規実施、フットパス事業のさらなる推

進を目指すまちづくり事業に２,８６０万円を計上いたしております。 

 土木費につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用した道路整備事業、及び公

共施設等の案内サイン設置事業等をあわせた道路新設改良費といたしまして、３億

１,６３０万円を計上し、インフラ整備を推進することで生活空間の安全・安心確保を図

っております。 

 また、中鶴地区の老朽化した市営住宅建てかえに向けましたＰＦＩ事業の調査に係る費

用といたしまして４５０万円計上し、地区全体の新たなまちづくりに向けた取り組みを推

進してまいります。 

 消防費につきましては、扇ケ浦地区に防火水槽を設置する費用といたしまして９００万

円、消防団の第５分団格納庫改修事業に２４０万円、全戸配布いたします洪水ハザードマ

ップ作成経費といたしまして１００万円をそれぞれ計上し、災害に強く安全で安心して暮

らせるまちづくりの予算といたしております。 

 教育費につきましては、市内全ての小中学校を対象といたしました空調施設整備事業に

３億３,３１０万円を計上し、快適な教育環境整備を推進するとともに、現在、小学校

３年生までの対応としております３５人学級を１学年引き上げ、小学４年生までとし、児

童一人一人に合ったきめ細かな対応を広げることとしており、ハード、ソフト両面におい

て、学校教育環境のさらなる向上を図ってまいります。 

 次に、歳入予算についてご説明を申し上げます。 

 地方自治体における歳入予算の根幹でございます市税でありますが、国における経済対

策の効果がまだあらわれていないことから、市民税は個人、法人ともに、前年度と比べ落

ち込み、合わせて３,５６０万円の減額となっております。 

 家屋増加等による固定資産税の増額はありますが、市税総額で３９億１１０万円、前年

度と比べ７５０万円の減額となっております。 

 歳入におけますもう一つの柱でございます地方交付税につきましては、国の地方財政対

策においては、前年度と比べ減額となっていることから、普通交付税においては、前年度

と比べ１億５,５８０万円減額の４５億４,１４０万円を計上いたしております。 

 また、消費税増税に伴い地方消費税交付金は、前年度と比べまして２億３,２５０万円

増額の６億８,２５０万円と大きく伸びております。 

 基金繰入金につきましては、一部事業を前年度に前倒し、有利な財源の確保を図るとと

もに、一部事業の見直し等により、前年度から２,７００万円減額の３億８,６１０万円を

計上いたしております。 

 しかしながら、前年度と同様に基金繰り入れの予算となっており、自主財源比率が低い

本市におきましては、平成２７年度以降も安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的か

つ適正に実施されるよう、引き続き行財政改革に取り組む所存でございます。 

 以上によりまして、平成２７年度一般会計予算は、前年度と比較いたしまして、１億
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３,７００万円の増額、率にして０.８％増の歳入歳出それぞれ１７３億５,５１０万円を

計上いたしております。 

 どうぞご審議の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２０号議案平成２７年度中間市特別会計国民健康保険事業予算について、提案

理由を申し上げます。 

 歳出の主なものといたしましては、保険給付費といたしまして４０億５,１７０万円、

後期高齢者支援金等といたしまして６億８,３９０万円、介護納付金といたしまして２億

７,１２０万円、共同事業拠出金といたしまして１５億６,６８０万円、保健事業費といた

しまして３,６４０万円、これらに伴う事務費を総務費といたしまして９,７４０万円計上

いたしております。 

 次に、歳入におきましては、国民健康保険税といたしまして９億５,３７０万円を計上

いたしております。この内訳といたしまして、医療給付費分が６億６,２３０万円、介護

納付金分が４,５９０万円、後期高齢者支援金分が２億４,５５０万円でございます。 

 また、国庫支出金といたしまして１４億８,２９０万円、療養給付費交付金といたしま

して３億１,８００万円、前期高齢者交付金といたしまして１６億９,８４０万円、県支出

金といたしまして３億１,２００万円、共同事業交付金といたしまして１４億３,４５０万

円、繰入金といたしまして４億１,１１０万円、諸収入といたしまして１億８９０万円を

計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億２,０５７万円とするものでござい

ます。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２１号議案平成２７年度中間市住宅新築資金等特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず歳出につきましては、住宅新築資金等貸付金の回収に要する経費といたしまして、

臨時職員賃金１７０万円、弁護士委託料３０万円などを計上いたしております。 

 次に、歳入につきましては、住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金といたしまして

２２０万円、貸付金の元利収入といたしまして１１０万円を計上いたしております。 

 以上によりまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ３４４万円とするものでございます。 

 今後とも、貸付金の回収に最大限努力する所存でございます。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２２号議案平成２７年度中間市地域下水道事業特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 歳出の主なものといたしましては、曙下水処理場及び中鶴下水処理場の維持管理委託料

を５,５９０万円、両下水処理場の修繕料及び光熱水費を２,２４０万円、事務処理に要す

る経費を３４０万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、下水道使用料を６,２６０万円、一般会計繰
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入金を２,６９０万円計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ８,９５５万円とするもので、前年度より

１００万円減額いたしております。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、２３号議案平成２７年度中間市公共下水道事業特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。 

 歳出の主なものといたしましては、長津一丁目地区ほか２２地区で実施いたします管渠

築造工事を８億５００万円、土手ノ内幹線ほか６地区の実施設計業務委託料を１億

５,０００万円、ガス管及び水道管移設補償費を１億３,４００万円、流域下水道処理負担

金を３億５１０万円、公債費の元金償還金を４億９,７３０万円、同じく利子償還金を

２億４,２００万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、下水道受益者負担金を５,５６０万円、下水

道使用料を３億９,２００万円、一般会計繰入金を６億４,７８０万円、公共下水道事業費

国庫補助金を３億７,４００万円、公共下水道事業債を７億７,６５０万円計上いたしてお

ります。 

 以上によりまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億９,２９５万円とするもので、

前年度より３,１０８万円増額いたしております。 

 財政状況の厳しい中、単独事業費を減額し、国庫補助対象事業費を増額するなど、国庫

補助事業を積極的に活用し、効率的な事業運営に努めてまいります。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２４号議案平成２７年度中間市公共用地先行取得特別会計予算について、提案

理由を申し上げます。 

 まず歳出といたしまして、借入金の元金と利子を合わせました償還金といたしまして

６６０万円、公有財産購入費といたしまして１０万円を計上いたしております。これによ

りまして、平成１７年度に借り入れました地方債５,０００万円の償還が、平成２７年度

末で完了する見込みとなっております。 

 次に、歳入といたしましては、一般会計からの繰入金として６６０万円、市債といたし

まして１０万円を計上いたしております。 

 以上によりまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ６７９万円とするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２５号議案平成２７年度中間市介護保険事業特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定の歳出における主なものといたしましては、介護サービス利用に伴

う保険給付費といたしまして４４億６,６７０万円、高齢者の地域での生活を総合的に支

援する地域支援事業費といたしまして１億５７０万円、総務費といたしまして１億

３,０００万円を計上いたしております。 
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 また、歳入の主なものといたしましては、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料と

いたしまして９億７,８１０万円、保険給付費等の歳出に対する国庫支出金といたしまし

て１０億５,８１０万円、支払基金交付金といたしまして１２億５,８６０万円、県支出金

といたしまして６億６,９４０万円、繰入金といたしまして７億３,０６０万円を計上いた

しております。 

 本市におきましては、昨年６月から本年２月まで、第６期中間市高齢者総合保健福祉計

画作成検討委員会を開催し、介護保険法に定める３年に１度の事業計画の見直しを行った

結果、介護保険料の見直しに伴い、保険料収入を増額いたしております。 

 以上によりまして、保険事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ４７億３４２万円

を計上しております。 

 次に、サービス事業勘定の歳出の主なものといたしまして、職員人件費、嘱託職員人件

費及び予防給付ケアプラン作成委託料等を含む居宅介護支援事業費といたしまして、

４,３５０万円を計上いたしております。 

 また、歳入の主なものといたしましては、予防給付費収入といたしまして、４,３５０万

円を計上いたしております。 

 以上によりまして、サービス事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ４,３５７万

円を計上いたしております。 

 介護保険制度のさらなる充実のため、高齢者を取り巻く状況の変化を踏まえ、超高齢化

社会においても、適正な介護給付とさらなる介護予防事業の充実を図り、本市の保健福祉

関連施策の安定的な運営に努力してまいる所存でございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２６号議案平成２７年度中間市後期高齢者医療特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、一般管理費といたしまして２５０万円、福岡

県後期高齢者医療広域連合への納付金といたしまして７億５,１４０万円、保険料の還付

加算金及び過年度還付金といたしまして、５０万円を計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料といたしまして５億

７,５２０万円、一般会計繰入金といたしまして、１億７,９００万円を計上いたしており

ます。 

 以上によりまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５,４８４万円とするものでご

ざいます。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２７号議案平成２７年度中間市水道事業会計予算について、提案理由を申し上

げます。 

 平成２７年度の給水戸数は、中間市と遠賀町を合わせまして２万７,５５４戸を予定し、

年間の総配水量を６４９万立方メートル。１日当たりの平均配水量を１万７,７７８立方
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メートルといたしまして、年間有収水量を５８０万立方メートルと見込んでおります。 

 まず、収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。 

 水道事業収益につきましては、１１億８８６万円を計上いたしております。その主な収

益といたしましては、給水収益の９億４,６６４万円でございます。 

 また、水道事業費用につきましては、１０億８,２９５万円を計上いたしております。

その結果、平成２７年度は消費税を含めまして、２,５９１万円の利益を見込んでいると

ころでございます。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、１億４,０２２万円を計上し、その主な収入といたしまし

ては、負担金２,７９７万円及び企業債１億円でございます。 

 また、資本的支出につきましては、建設改良費、企業債償還元金等で、６億３,０９４万

円を計上いたしております。この内容といたしましては、配水管の老朽化に伴う配水管布

設替工事を重点的に行うものといたしております。 

 主な工事といたしましては、中間地区におきまして、県道中間水巻線配水管布設替工事

など１９件。また、遠賀地区におきましては、町道島津若松線ほかの配水管布設替工事な

ど５件で、総件数２４件を予定いたしております。 

 以上により、平成２７年度の建設改良事業につきましては、総事業費４億１,７４４万

円をもって実施することといたしております。 

 なお、資本的収支の不足額４億９,０７２万円につきましては、当年度分損益勘定留保

資金等で全額補填する予定でございます。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、第２８号議案平成２７年度中間市病院事業会計予算について、提案理由を申し上

げます。 

 まず、収益的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 収入につきましては、病院事業収益を２１億７,２４９万２,０００円計上いたしており

ます。このうち、医業収益を２０億１,０９４万円計上しております。この収益の内訳と

いたしましては、入院収益７億９,３３４万円、外来収益１１億１,３２１万円、負担金

４,７７９万円、その他医業収益５,６５９万円でございます。 

 また、医業外収益を１億６,１５３万円計上いたしております。その主なものといたし

ましては、他会計補助金５,８３５万円、負担金交付金３,４７２万円、長期前受金戻入

６,０９８万円でございます。 

 また、支出につきましては、病院事業費用を２１億７,１３７万３,０００円計上いたし

ております。その主なものといたしましては、医業費用において給与費を１０億８,４８４万

円、薬品等材料費を６億５,６０８万円、委託料等経費を３億９６３万円、減価償却費を

８,７７３万円、資産減耗費を１００万円計上し、医業外費用において支払利息を

１,７４５万円、特別損失において７００万円計上いたしております。 
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 次に、資本的収入及び支出について、ご説明申し上げます。 

 収入につきましては、資本的収入を１億２１万２,０００円計上いたしております。そ

の主なものといたしましては、固定資産整備企業債５,０００万円、他会計負担金

５,０２１万円でございます。 

 また、支出につきましては、資本的支出を１億３,６９６万３,０００円計上いたしてお

ります。その主なものといたしましては、器械備品等購入費５,２５０万円、企業債償還

金８,４４６万円でございます。 

 なお、資本的支出に対する収入不足額３,６７５万円につきましては、損益勘定留保資

金で全額を補填する予定といたしております。 

 どうぞご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀田 英雄君）  

 ただいま議題となっております各会計予算１０件に対する質疑は、３月１３日の本会議

で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．会議録署名議員の指名

○議長（堀田 英雄君）  

 これより日程第３３、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８３条の規定により、議長において宮下寛君及び

下川俊秀君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（堀田 英雄君）  

 以上で本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前11時12分散会 

────────────────────────────── 
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